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Ⅰ　はじめに

１．自殺手段へのアクセス制限
　自殺を予防する方法のひとつに、ロープや練炭といっ
た自殺手段を遠ざける方法がある。WHOは「自殺手段
へのアクセスを制限すること（restricting access to the 
means of suicide）は自殺予防活動の主要な要素である」
としている。具体的には、農薬や銃器への入手制限、地
下鉄や橋、建物に対して柵を設ける、医薬品の包装規則
を変えるといったことを指している。また、農薬や銃器
の用いられ方に地域差があることから、「これら手段制
限の政策の立案は、地域の傾向を理解する必要がある

（understanding of the methods of suicide used in the 
community）」としている１）。
　例えば、オーストラリア２）やノルウェー３）、スウェー
デン４）では、過去にバルビツール酸系の催眠剤について
販売の法的な規制や包装個数を変えるなどを行うことで

実践研究

自殺を減少させている。
　一方で、2008年に日本で流行した硫化水素による自殺
は、アクセス制限として政策が立案されたものではな
かったものの、効果的だった対策がいくつかあった。そ
のひとつに日本薬剤師会の注意喚起（平成20年４月25日
日薬業発第46号）、また厚労省の注意喚起（薬食総発第
0425001号）を受けての日本チェーンドラッグストア協
会の販売自粛があり、このアクセス制限によって硫化水
素による自殺は減少している５）。

２．1950-60年代の催眠剤自殺
１）全国の状況
　日本では戦後に自殺の流行があった。人口動態統計に
おける自殺死亡数（率）を見ると、昭和26（1951）年
の15415人（18.1人/10万対）から自殺が増加し、昭和33

（1958）年の23641人（25.7人/10万対）でピークとなった
あと、昭和40（1965）年に14444人（14.7人/10万対）に
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なるまで減少をしている７）。なお、この昭和33年の自殺
死亡率は今日に至るまで最も高い死亡率であった。そし
て、この流行の特徴は、催眠剤を自殺手段とする若者を
中心とした自殺であった。
　この催眠剤による自殺数の把握は簡単でない。人口
動態統計で公表されているものでは、ICD-10でのX60，
X61にあたる「鎮痛剤および睡眠薬による中毒および
曝露に基づく自傷および自殺」であり、しかも５年ご
とである７）。この統計を用いて、「鎮痛剤および催眠剤」
による自殺数と全自殺に占める割合（％）を、昭和25

（1950）年から昭和45（1970）年まで５年おきに見ると、
1741人（10.7 ％）、4563人（20.3 ％）、5209人（25.9 ％）、
1253人（8.7％）、506人（3.2％）であった。

２）東京都区部の状況
　東京都区部（23区）で発生した自殺については東京都
監察医務院で検案や解剖が行われている。催眠剤を用
いた自殺の死亡数は昭和21（1946）年からのものが記録
されており統計が利用できる８）。表１は東京都区部の昭
和21～50年の自殺数、催眠剤による自殺数、全自殺に占
める催眠剤自殺の割合（％）である。昭和33（1958）年
が最も多く、自殺数2239人、催眠剤による自殺数912人、
割合は40.7％と高い。
　なお、用いられた催眠剤の種類については、昭和37

（1962）年の催眠剤による自殺415例のものとなるが、ブ
ロムワレリン尿素系が36％、バルビツール酸系が１％、
非バルビルール酸系の催眠剤が13%、多種混合15％、そ
の他５%、不明30％であり、圧倒的にブロムワレリン尿
素系の催眠剤が用いられていた９）。

３）全国との比較
　図１は全国と東京都区部の自殺死亡率の経年変化であ

る。東京都区部のほうが自殺率の高低の変化が大きい。
また表１より催眠剤による自殺の割合についても東京都
区部のほうが高いことがわかる。
　本研究では、催眠剤による自殺の死亡率の推移につい
ては、経年変化を検討するために全国データでなく東京
都区部のものを用いることとするが、その際、全国と東
京都区部の違いがあることを留意しておかなければなら
ない。

３．目的
　これまでの日本における自殺手段へのアクセス制限の
取り組みを振り返ることは、今後の自殺対策を推進する
上で重要となる。先行研究では、催眠剤の入手可能性の
制限が1950年代の自殺者減少に効果的であった成功事例
として位置づけられている６）。その詳細について検討す
ることは、今後の自殺手段制限による対策の基礎となる
と思われる。
　本研究は昭和33（1958）年をピークとした催眠剤（主
にブロムワレリン尿素系、バルビツール酸系）による自
殺の流行に焦点をあて、法的規制や行政の取り組みを中
心に、どういった自殺手段へのアクセス制限があり、ま
た実際に自殺が減ったかどうか検討することを目的とす
る。
　第一報では、催眠剤による自殺の実態について概観を
したあと、過去の研究において、それがどのように分析
をされていたかを振り返る。
　次に実際にどういった自殺手段の入手規制が行われて
いたかを省令や通達、告知にあたることで把握し、過去
の研究と照らし合わせることとする。

４．方法
　1950-60年代の催眠剤自殺について論じている文献を

表１　東京都区部における催眠剤による自殺数と総自殺数に占める割合
元号 自殺総数 催眠剤※ 割合％ 元号 自殺総数 催眠剤※ 割合％

昭和21 600 7 1.2 昭和36 1598 656 41.1
昭和22 797 24 3.0 昭和37 1333 415 31.1
昭和23 875 38 4.3 昭和38 1185 300 25.3
昭和24 1044 98 9.4 昭和39 995 164 16.5
昭和25 1246 238 19.1 昭和40 1024 124 12.1
昭和26 1169 182 15.6 昭和41 1199 131 10.9
昭和27 1289 230 17.8 昭和42 1070 105 9.8
昭和28 1412 386 27.3 昭和43 1088 91 8.4
昭和29 1765 496 28.1 昭和44 1117 106 9.5
昭和30 1895 567 29.9 昭和45 1190 71 6.0
昭和31 1806 649 35.9 昭和46 1237 100 8.1
昭和32 1923 733 38.1 昭和47 1408 70 5.0
昭和33 2239 912 40.7 昭和48 1462 33 2.3
昭和34 1926 710 36.7 昭和49 1403 37 2.6
昭和35 1842 719 39.0 昭和50 1361 38 2.8

※「催眠剤」：催眠剤を手段とした自殺数。昭和39年からは精神安定剤による中毒死も含む
出典：東京都監察医務院編集.東京都監察医務院50年史. （一部改変）
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収集し、催眠剤の入手制限についてどのように論じてい
るか、また催眠剤自殺がどのように減少したかについて
確認した。次に実際に行われた手段規制を、法令や通
達、告知などより抽出し、先行研究の分析の再検討を
行った。
　資料の収集は、過去の文献については国立国会図書館
のデジタルコレクションを利用し、また法令、通達や告
示は同図書館議会官庁資料室にある文献資料や厚生労働
省法令等データベースサービスを利用した。また、統計
資料は東京都監察医務院「監察医務院死因調査統計」を
用いた。学術論文については国内にない文献は海外図書
館より取り寄せた。

Ⅱ　催眠剤による自殺の減少に関する研究・分析

１．山澤らによる分析
　山澤らは、1958年から1977年までについて、農薬、催
眠剤、青酸カリの３つの自殺手段について、その使用
割合をグラフにした６）。催眠薬の摂取による自殺数は、
1956年以降、急に減少をしているが、その理由として、
①1956年の以前では、薬の販売上の制限が全くなかっ
た。②同じ年の1956年に、催眠薬を得る際には医師によ
る処方箋を得なければならないことが制度化された。③
バルビツール酸の催眠薬の最小致死量50ｇであるので催
眠剤による自殺は現実的でない、という３点を挙げてい
る。
　つまり、当時入手可能であったバルビツール系催眠剤
は1錠あたり0.1ｇの含有であることから、致死量の50ｇ
を得るには500錠の催眠剤の準備が必要であるものの、
処方薬による販売制限のため大量購入が困難になり、催
眠剤自殺は現実的でない、ということ指摘している。
　この山澤らの研究は、その後Lesterによって、「1956
年に処方薬になったことで催眠剤による自殺が減少し

た」と引用された10）。さらにMannらによる大規模なレ
ビュー論文では、他の国々とともに、バルビツール酸系
の催眠剤の自殺が処方薬になったことと販売規制で自
殺が減少した研究として山澤らの論文が引用されてい
る11）。

２．上田および揖取による分析
　上田フサ（厚生省大臣官房統計局：当時）は、『日本
の自殺を考える』（田多井吉之介，加藤正明編集.医学書
院1974）という書籍の中で、統計を用いながら自殺手
段について論じている12）。そこでは「わが国の手段の年
次推移を昭和25年より５年ごとにみると（中略）、昭和
30、35年は服毒が１位で、その約半分の20％が睡眠剤で
ある。しかしこの睡眠剤は昭和37年以降は急激に減少し
て、昭和44年以降では３％となっている。これはとくに
睡眠剤についての取り締まりが昭和36年10月に強化さ
れ、取り扱いが厳重になったことが影響していると考え
る」と分析している（同書92ページ14行目より引用）。
　また揖取正彦（東京都衛生局：当時）は、同じ『日本
の自殺を考える』の中で東京都区部の服毒自殺について
言及しているが、「昭和29～33年にかけての高自殺率は

（中略）、この圧倒的多数を占めていた服毒が減少したの
は、昭和38年に薬事取締法が施行されたためでもある」
と分析している13）。

３．先行研究のまとめ
　これら先行研究に共通する点は、統計を用いた実際的
な検討であること、減少した要因を制度や法施行など
による政府の対策として分析していることである。一方
で、減少に転じた時期とその要因の分析は異なってお
り、山澤らは昭和31（1956）年の処方箋による販売規制、
上田は昭和36（1961）年10月の取り締り強化、揖取は昭
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和38（1963）年の法施行を理由としている。

Ⅲ　アクセス規制の実際と先行研究

１．主な手段規制としての通達や告示
　表２は、厚生省（当時）を中心に、催眠剤（特にバル
ビツール酸系およびブロムワレリン尿素系）の販売な
ど規制に関連すると思われる法律や省令、通達、告示の
一覧である。バルビツール酸系とブロムワレリン尿素系
は、同じ催眠剤であっても規制が異なっている点が注目
される。
　また、昭和36（1961）年の国民皆保険の実施に合わせ
て、昭和35（1960）年に薬事法が制定されたが、処方
箋を必要とする要指示医薬品の制度が始まり、さらに薬
事法に基づく販売の法的な規制がアクセス規制の中心と
なっていく。一方で自殺とは別に、昭和36（1961）年以
降、社会問題となった非行少年による睡眠薬遊びの対策
としての販売規制が進んでいく。

２．これまでの研究・分析との照合
１）山澤らの研究の検討
　山澤らは、催眠剤による自殺が減った理由として、昭
和31（1956）年に催眠剤が処方薬となったという法的規
制をあげている。しかし、データや文献の入手が容易に
なった今日では、次のように再検討することができる。
まず、自殺に多く用いられた含有量の少ないブロムワレ
リン尿素系の催眠剤等は、今日でも市販薬である。一方
でバルビツール酸系が市販薬から要指示医薬品（処方箋
が必要）となったのは、昭和36（1961）年２月１日厚生
省告示第17号による。
　次に、昭和31（1956）年に制度化されたのは、昭和
26（1951）年に成立した医薬分業法を、いわば「骨抜き」
にした法であり、また、処方箋で催眠剤の入手を制限し
た事実はない。昭和31（1956）年４月１日施行の法第
211号「医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正す
る法律の一部を改正する法律」は、医薬分業に反対する

立場が医薬分業法の抜け道─医師法第22条の８項目など
─を作るなど、肝心な部分を抜き取り形骸化させたもの
とされている14－18）。

２）上田および揖取による分析の検討
　上田は、催眠剤の取締りが昭和36（1961）年10月に強
化された、としている。これは10月３日に厚生省薬務局
長から都道府県知事あての通達「睡眠剤の取締りについ
て（薬発399号）」のことを指している。内容は睡眠薬遊
びで悪用されている睡眠薬を具体的に４つ指摘し、販売
にあたっては薬事法第46、47、49条の規定を厳守するよ
う取締りを強化するものである。なお、指摘された睡眠
薬はバルビツール２種（イソミタール、ラボナール＝劇
薬、要指示医薬品）、バラミン（劇薬、要指示医薬品）、
ハイミナール（普通薬）となっている。
　すでに要指示医薬品として販売規制がなされているも
の、また、催眠剤による自殺の中心にあったブロムワレ
リン尿素系のアクセス制限に関する通達ではないことか
ら、この取締り強化が自殺を直接減少させた規制である
とは言えない。
　揖取については昭和38年の薬事取締法の施行を自殺が
減少した要因としているが、まず法律名称が誤ってお
り正しくは薬事法である。なお、法施行は昭和35年であ
り、昭和38年には施行規則などの改正となっている。昭
和38年６月の催眠薬販売規制は、一般医薬品「ハイミ
ナール」などを劇薬に指定することによる、青少年の睡
眠薬遊び対策が目的であった19－21）。自殺についてはピー
クから５年を経ていることもあり、直接に催眠薬による
自殺を減少させた規制とは言えない。

Ⅳ　催眠剤のアクセス制限と社会背景

　それまでの中毒自殺に用いられていた青酸カリやネコ
イラズに変って、東京都区部では昭和28（1953）年より
催眠剤が青年層の自殺手段の中心となり、その後７～10
年ほど爆発的に流行した。警察は既にこの流行を問題視

表２　催眠剤のアクセス制限に関連する主な省令、通達、告知
NO 西暦 元号 公布日 根拠条文等 名称等 内容

1 1932 昭7 ６月27日 内務省令第23号 毒薬劇薬品目指定
ブロムワレリン尿素系、バルビツール酸系は劇薬（0.1ｇ以下は
除く）。

2 1948 昭23 ７月29日 法第197号 薬事法（旧薬事法） 第37条第２項　劇薬は医師の処方箋が必要
3 1948 昭23 ７月30日 法第201号 医師法 第22条　処方箋発行の義務

4 1949 昭24 ５月25日 厚生省告示第92号 注意　習慣性あり
習慣性のある催眠剤（バルビツール酸系、抱水クロラール）は販
売に制限「注意　習慣性あり」の記載

5 1961 昭36 ２月１日 厚生省告示第17号 要指示医薬品 バルビツール酸系は記載あり。ブロムワレリン尿素系はなし。
6 1961 昭36 ２月１日 厚生省告示第18号 習慣性の医薬品 バルビツール酸系、ブロムワレリン尿素系、共に。

7 1961 昭36 10月３日 通達薬発399号
睡眠剤の取締りにつ
いて

非行性少年の睡眠薬悪用の対策。4種類の販売規制。

8 1961 昭36 11月25日 通達薬発475号
催眠剤の乱用防止に
関する対策について

催眠剤の乱用防止に関する対策要綱
全ての催眠剤は習慣性が認められる。未成年には原則販売すべき
でない。

9 1963 昭38 ６月24日 厚生省令第26号 薬事法施行規則改正 従来普通薬であった睡眠剤を大幅に劇薬指定。
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し対策にも言及をしている。戦後の社会問題であった覚
せい剤や麻薬のように所持や使用では罰することはでき
ないため、催眠剤の対策は専ら販売規制の強化とし22）、
規制強化を厚生行政に働きかけている19）。背景には、非
行少年の睡眠薬遊びだけでなく、ヒロポンの代用として
鎮痛剤や催眠剤が乱用され、愚連隊や暴力団の資金源に
なるなど社会治安の問題も発生していた23）。
　この警察が主導となった販売規制は、昭和35（1960）
年の薬事法制定以降に実質的に可能となったが、この薬
事法には、昭和30年代に社会問題となっていた野放し状
態の薬の乱売の規制、販売環境の整備、そして国民皆保
険に伴う医薬分業の進展といった役割も担っていた。

Ⅴ　おわりに

　本稿では、昭和33（1958）年をピークとした戦後の自
殺ブームに自殺手段として多く用いられていた催眠剤に
ついて、過去にどういった研究分析があったのか、また
アクセス制限の観点から、法令や通達、告示をあたるこ
とで先行研究の分析を再検討した。戦後の社会が未だ混
乱をしている時代に、国民皆保険制度など各制度が整備
されていく中での販売制限がなされていく状況は、文献
資料だけでは十分に把握できない。今後は、年齢層ごと
の催眠剤自殺の状況や、自殺手段別の年次推移、バルビ
ツール酸系やブロムワレリン尿素系といった催眠剤の工
業生産額などにも注目するなど、多角的に催眠剤自殺の
増減を捉えながらアクセス制限との関連を明らかにする
課題が残った。
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